
○
科
学
技
術
特
別
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

55

日
本
原
子
力
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

五
九
、
三
、
二
八

　
　
五
九
、
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

五
九
、
五
、
一
一

五
九
、
六
、
二
九

可
　
　
決

五
九
、
七
、
六

可
　
　
決

　
五
九
、
四
、
一
七

科
学
技
術

五
九
、
五
、
八

可
　
　
決

五
九
、
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
九
、
五
、
一
一

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
　
へ
　
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

７

海
洋
開
発
基
本
法
案

塩
出
啓
典
君

外
　
二
　
名

　
（
五
九
、
四
、
一
三
）

五
九
、
四
、
二
五

五
九
、
四
、
二
三

継
　
続
　
審
　
査

五
九
、
四
、
二
五

　
　
　
（
予
）

科
学
技
術

８

海
洋
開
発
委
員
会
設
置
法
案

塩
出
啓
典
君

外
　
二
　
名

　
　
　
（
四
、
二
三
）

四
、
二
五

四
、
二
三

継
　
　
続
　
審
　
査

　
　
四
、
二
五

　
　
（
予
）

科
学
技
術

12

日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
の

解
散
に
関
す
る
法
律
案

本
岡
昭
次
君

外
　
二
　
名

　
　
　
（
五
、
一
四
）

五
、
一
六

五
、
一
四

未
　
　
　
　
　
　
　
了

　
　
五
、
一
六

　
　
（
予
）

科
学
技
術



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

18

地
域
社
会
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
の
た
め
の
新
社
会
シ
ス
テ
ム

の
開
発
に
関
す
る
法
律
案

鈴
切
康
雄
君

外
　
三
　
　
名

　
（
五
九
、
四
、
一
二
）

五
九
、
四
、
一
八

五
九
、
四
、
一
八

　
　
（
予
）

　
五
九
、
四
、
一
八

内
　
　
閣

継
　
続
　
審
　
査

22

日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
の

解
散
に
関
す
る
法
律
案

大
原
　
亨
君

外
　
　
四
　
　
名

　
　
　
（
四
、
一
九
）

四
、
二
〇

四
、
二
〇

（
予
）

　
　
　
四
、
二
〇

科
学
技
術

未
　
　
　
　
　
　
　
了

日
本
原
子
力
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
五
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

五
九
、
　
三
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
一
七
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
五
、
一
〇
　
衆
可
決

　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
七
、
　
六
　
参
可
決

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
行
政
の
各
般
に
わ
た
り
そ
の
簡
素
化
及
び
効
率
化

を
進
め
る
見
地
か
ら
、
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
を
日
本
原

子
力
研
究
所
と
統
合
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
原
子
力
研
究
所
の
設
立
の
目
的
及
び
業
務
に
原
子
力
船
の

　
開
発
の
た
め
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

二
、
同
研
究
所
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
一
人
、
副
理
事
長
二
人
、

　
理
事
八
人
以
内
及
び
監
事
二
人
以
内
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
原
子
力
船
の
開
発
の
た
め
に
必
要
な
研
究
の
業
務
運
営
は
、
内

　
閣
総
理
大
臣
及
び
運
輸
大
臣
が
原
子
力
委
員
会
の
決
定
を
尊
重
し



　
て
定
め
る
原
子
力
船
の
開
発
の
た
め
に
必
要
な
研
究
に
関
す
る
基

　
本
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
を
解
散
し
、
日
本
原
子
力
船

　
研
究
開
発
事
業
団
法
を
廃
止
す
る
こ
と
。

五
、
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
日
本
原
子
力
研
究
所
法
の
一
部
を

　
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
科
学
技
術
特
別
委
員
会
に
お
け

　
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
行
政
の
各
般
に
わ
た
り
そ
の
簡
素
化
及
び
効
率
化

　
を
進
め
る
見
地
か
ら
、
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
を
日
本
原

　
子
力
研
究
所
と
統
合
す
る
た
め
同
事
業
団
を
解
散
し
、
そ
の
権
利
義

　
務
の
一
切
を
日
本
原
子
力
研
究
所
に
承
継
さ
せ
る
と
と
も
に
、
同
研

　
究
所
の
業
務
と
し
て
、
原
子
力
船
の
開
発
の
た
め
に
必
要
な
研
究
を

　
行
う
こ
と
等
を
規
定
す
る
な
ど
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す

　
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
原
子
力
船
「
む
つ
」
の
存
廃
問
題
と

　
原
船
事
業
団
の
原
研
へ
の
統
合
理
由
、
統
合
後
の
日
本
原
子
力
研
究

　
所
の
研
究
開
発
体
制
、
今
後
の
舶
用
原
子
炉
の
研
究
の
あ
り
方
、
方

法
、
関
根
浜
新
港
の
建
設
に
伴
う
漁
業
補
償
、
土
地
買
収
問
題
等
広

範
に
わ
た
り
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
、
ま
た
六
月
二
十
二
日
に
は
、

原
研
東
海
研
究
所
及
び
動
燃
事
業
団
東
海
事
業
所
に
委
員
派
遣
を
行

い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
本
岡
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
佐
藤
委
員
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
反
対
、
ま
た
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て

古
賀
理
事
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
塩
出
理
事
よ
り
そ
れ

ぞ
れ
賛
成
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
原
子
力
船
の
開
発
の
た
め
に
必
要
な

研
究
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
事
項
等
四
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
案

が
提
出
さ
れ
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




